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訪問看護ステーション マザー

主治医・担当看護師・ご家族と話し合
い、安心して在宅療養へ移行できるよう
支援・アドバイスをします。

健康状態の観察と看護

看護師が各家庭及び施設を訪問し、血圧・
体温・脈拍測定や問診により、健康状態を観
察し、看護・助言を行い、異常の早期発
見・対処に努め、病状の悪化を防ぎます。
また、病状によっては入浴介助、清拭、洗
髪、更衣、食事（栄養）、排泄、体位交換、療養
環境の整備整頓。かかりつけ医と連絡を取
りながら、ご自宅及び施設で安心して生活
できるようお手伝いします。

リハビリの専門スタッフと看護師が共同
で機能訓練や日常生活動作訓練などを行
います。
合併症の予防や介護負担の
軽減を図ることが期待できます。

介護相談・アドバイス

訪問看護サービスの内容

リハビリテーション

痛みやだるさ、苦痛緩和の看護・
医療処置だけでなく、ご家族も含め
て精神的支援や緊急時の対応、関
係者との連携を行います。

緩和ケア

認知症看護の資格を持った
専門スタッフが訪問し、ご本人
やご家族の支援をします。

認知症ケア

状態の変化や症状の観察・緊急処置・かかりつけ医との連携など、24時間迅速に対応します。
ご相談ください。

24時間緊急時対応も可能です

まずはご相談ください。担当者が詳しくご説明いた
します。
居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼して
いる場合には、依頼した事業所の介護支援専門員（ケ
アマネジャー）にご相談下さい。居宅サービス計画に
基づいてサービスを提供いたします。

●青森市内全域（浪岡地区を除く）
※それ以外の地域の方は、訪問時の交通費を実費でご負担していただきます。

●月曜日～土曜日（8：30～17：00）
●日曜、祝日、および8月13日、12月31日～1月3日
は休業日となります。

ご利用手続き

営業範囲

営業日時

●病気や障害を持ち、療養をしながらご家庭で生活されている方。
●寝たきり、または寝たきりになる心配のある方。
●脳卒中や怪我の後遺症などで、リハビリが必要な方。
●医療処置が必要な方。

ご利用できる方

総合ケアセンター

医師の指示に基づく医療処置

点滴・注射・内服管理、在 宅 酸
素、床ずれや傷の処置、胃ろう・
膀胱カテーテル・人工肛門などの
管理や緊急時の対応を
します。


